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産業建設常任委員会会議記録 

（条例審査） 

１．日 時 令和７年９月４日   ９時３０分開会 

令和７年９月４日  １６時００分閉会 

２．場 所 議員協議会室 

３．出席議員 荒木礼子委員長、隅田雅春副委員長、金崎美和委員、渡辺拓道委員、 

大内正博委員、上田英樹委員 

４．欠席議員 なし 

５．参考人 なし 

６．傍聴人 なし 

７．会議に付した事件 

 議案第５２号 丹波篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷の設置及び管理に関する条 

例の一部を改正する条例 

議案第５３号 丹波篠山市農業集落排水施設及びコミュニティ・プラント排水施設 

条例等の一部を改正する条例 

 

８．議事の経過 

開会   ９：３０ 

 

【分科会】 

荒木座長  開会宣告 

荒木座長  あいさつ 

 

■日程第１ 議案第５２号 丹波篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例 

 

観光交流部 

 

【主な説明】 

商工観光課 議案説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

渡辺委員      改正の趣旨は十分に分かりましたし、改正の内容も理解させて

もらいましたが、実際の運用に当たってお伺いをしたいと思いま

す。現時点のぬくもりの郷については、夢こんださんのほうに令
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和 11年までの指定管理ということになっているんですけども、指

定管理の根拠となる条例を変えるということになります。さらに

道の駅の施設のほうも一緒に管理してもらうというような条例に

なるかと思うんですけども、その辺りのことにも影響してきます

ので、指定管理者の手続というか、その辺り、今後どういうふう

に、この条例をもとにしていくのか。現行の指定管理者のほうも

この分の内容については十分理解をしていらっしゃるのか。加え

て、今後、道の駅という形で指定管理をするときに、新たに区切

って、指定管理のやり直しをするということになるのか。最後に、

その際に、新たに公募の指定管理者の手続を想定したことまで含

んでの改正になっているのか。その辺り、実際の運用のほうにも

関係しますけどもご説明いただけたらと思います。 

観光交流部     まず指定管理期間中であるということで、基本協定の見直しな

どで対応できないかということも考えましたが、兵庫県市町振興

課にも確認しましたら、やはり施設の名称や主な業務に変更があ

る場合は、新たに指定管理者を選定する必要があるという回答で

したので、この条例の改正に当たって、新たな指定管理者、道の

駅こんだぬくもりの郷という施設の指定管理者を選定するという

手続をとっていきたいと考えております。令和 8 年の秋以降の開

業を目指すというところですので、実際の新たな指定管理者での

運営につきましては、その時点からということになるにはなるん

ですが、広報や事前準備等々の必要がありますので、それまでに

市議会のほうに指定管理者の選定の議案提出をさせていただきた

いと考えております。 

現在の株式会社夢こんだがこのような内容で理解しているのか

というところですけれども、指定管理者の議案提出前ですので確

定的なことは言えませんけれども、施設がやはり温浴施設、食材

供給館、加工館それから駐車場、進入路等々共通する部分が多く、

管理を 2 者で分けるということが難しいであろうと考えておりま

すので、今、想定している指定管理者候補としましては、現在の

株式会社夢こんださんにお願いできないかということで考えてお

ります。ですので、現在運営しながらではありますけども今後の

ことも含めて取締役会等々で説明をさせていただいた上で相談を

させていただいてるというところです。ですので、公募は今のと

ころ考えていないということで報告をいたします。 
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上田委員      今回の条例改正の中で、条例の名称を「こんだ薬師温泉ぬくも

りの郷」から「道の駅こんだぬくもりの郷」へということになっ

たんですけど、この温泉という文言を抜かれた理由は何でしょう

か。 

観光交流部     道の駅の名称としましては、「こんだ薬師温泉ぬくもりの郷」で

は少し長いということもあり、道の駅の名称としては、薬師温泉

を抜いたんですけども、温浴施設としては薬師温泉館ということ

でそのまま使用していきますので、温浴施設については「こんだ

薬師温泉ぬくもりの郷」ということで、これまでどおりの名称で

させていただきたいと考えております。 

観光交流部     補足ということではないんですけれども、道の駅を総合的な形

で表す名称として、「こんだぬくもりの郷」という形にさせていた

だいて。その中に温泉館。食材供給館、レストランとか、そうい

ったものがそれぞれの名称がございますので、それを総括して道

の駅という形でまとめたものが「道の駅こんだぬくもり郷」とい

う考え方をさせていただいております。 

上田委員      ちょっと私の考えが違うかもしれませんけど、今回、道の駅を

この場所につくるのは、一つは温泉がある道の駅ですよというと

ころが 1 番のポイントだったんじゃないかなと思っています。そ

れで、普通の道の駅でしたら温泉は余りありません。道の駅とは

道の近くですぐ立ち寄れて、休憩場あり、農産物が買え、トイレ

が自由に使えるんですけど、今回は少し幹線道路から離れたとこ

ろなので、1 番は温泉も楽しめる道の駅ですというふうに、私は

当初から聞いたという思っています。ぬくもりの郷と聞くと、丹

波篠山市民は何を指すか分かるんですけども、市外の方などは、

ぬくもりと聞くと、体がぬくもるのか、心がぬくもるのかという

ことがあります。現行条例中では今、薬師温泉館、公衆浴場の運

営ということが実際に現行条例でもあり、今回も追加になってい

るんですけど、本当に「道の駅こんだぬくもりの郷」に変えた場

合、今のホームページとかパンフレットとかはどうされるのかな

と思います。「道の駅こんだぬくもりの郷」となれば、全てパンフ

レットから全部変えていかないといけない。条例はそれでいいん

ですけど、ここに道の駅をつくった 1 番の大きな目的は温泉施設

があり、それも楽しめてゆっくりできる道の駅なんですよという

趣旨が 1 番にあったと思うんですけど、そういう議論はなかった
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のかということが 1 番、私は不思議なんですけど、その辺りのこ

とについて答えていただけますか。 

観光交流部     道の駅の名称の議論する際に、当然、「道の駅こんだ薬師温泉ぬ

くもりの郷」というようなものも候補に上げさせていただいて、

そのほかにも、いろいろ庁内で道の駅の名称の候補を数十個考え

させていただきました。その中で、やはり道の駅何々というよう

なところで読んでいただきやすいという形になりましたら、少し

長いのではないのかというような議論がございました。一般的に

「道の駅こんだ薬師温泉ぬくもりの郷」とフルネームで言われる

方はなかなかいらっしゃらないとは思うんですけれども、少し読

んでもらうには長いのではないかというのがおおよその意見でし

た。その中で愛称的に言っていただけるとすれば、「道の駅ぬくも

りの郷」みたいな形であれば言っていただけるのかなというよう

なところと、こんだ薬師温泉ぬくもりの郷はありがたいことに開

湯から 20年以上が経ちまして、おおよそ皆様方には認知をしてい

ただいているということ私ども担当といたしましてどうしても譲

れなかったのは「ぬくもりの郷」もしくは「温泉」という文言を

どちらかを入れるというのは、これは譲れないというようなお話

をさせていただいて、いろいろと検討した結果、「ぬくもりの郷」

を残すというような結論に至らせていただきました。その中で、

例えば、名称の中に「道の駅丹波篠山ぬくもりの郷」というのも

あったんですけれども、やはり「こんだ」と「ぬくもりの郷」は

切っても切れないのではないかというような議論がございまし

て、最終的には「こんだぬくもりの郷」という形にさせていただ

きました。ご質問をいただきましたホームページ、パンフレット

などは、もちろん既存のものを使わせていただきたいと考えてお

るわけでございますけども、もちろん道の駅のホームページは新

たにリニューアルしないといけないなと思っております。今まで

なれ親しんでいただきました「こんだ薬師温泉ぬくもりの郷」と

いうのは、温泉館の名称としてこのまま使い続けるというような

ことで考えてございますので、ご理解いただけると幸いです。 

上田委員      名称はいろいろと考えられたというふうに思っています。しか

し、当初からの考えで、ここに持ってくるのは温泉があるためで、

やはり温泉を利用した道の駅ということで売出していこうという

ところがありましたので、条例の名称はこうだと思いますけど、
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「丹波篠山市道の駅こんだぬくもりの郷」という名称を聞いたら、

私は欠落しているのではという思いを持っています。実際には、

条例の名称とパンフレットの名称は若干違うと思いますけど、や

はり温泉つきの道の駅だということ、そこでゆったりしていただ

いて、食べていただいて、買物していくということを知れないと、

温泉が欠落してしまっては、誘導サインなどもすべて温泉という

標記が厳しいのでは、なぜ遠いところに道の駅があって行かない

といけないのかということになりますので、やはり温泉があると

いうことが、私は 1 番ポイントになると思います。だから条例は

条例でされると思いますけど、温泉の文言だけは今後ともパンフ

レットなり、なんでも大事にしていただきたい。そこがこの場所

を決定した 1 番のポイントだと思っていますので、その辺だけお

願いをしておきます。 

もう 1点、入浴料を 1,000円まで上限を上げられたんですけど、

1,000円に決定した理由を教えていただけますか。というのは、近

くの温泉施設とかがありますね。それも含めていろんなことを検

討されて 1,000 円になったのか。いや 2 割ぐらい上げようかとい

うことになったのか、その辺の決定経過を教えていただけますか。 

観光交流部     上限を 1,000 円にしようという議論は指定管理者とも相談をし

まして、現在、この近隣の温浴施設の料金等を調べました。大体

相場が 700 円から 1,000 円ぐらいというところではあるんですけ

れども、幾ら上限を設定すると申しましても 800 円から一気に高

額になってしまいますと、すごく値上がりをするというような印

象も持たれてしまいかねないということもございまして、阪神間

ですともう少し高いところもあるんですけども、近隣の状況など

を見ながら 1,000円という料金設定にいたしました。 

渡辺委員      名称について、いろいろな思い入れがあるという部分は十分、

分かるんですけども、やっぱり道の駅を整備した以上は、たくさ

んの方に来てもらわないといけない。これを考えていく中で、今

回の道の駅というのが、道路の休息施設といった形で利用すると

いうよりは、目的地として目指して来られる方があるということ

で、その辺りもかなり重視した形で準備をされてきたのではない

かなという理解をさせてもらっています。ですので、やはり売り

の部分については表に出して、万人に分かりやすい名前をつける

ほうが来てもらえるきっかけづくりになるのではないか。さっき
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ほど上田委員も言われましたけど、正式名称と一般に使う名称と

いうことですけども、道の駅ということで整備する限りは、道の

駅の関係の情報発信については、登録されている正式名称でいろ

いろと情報発信がされると理解をしています。ですので、名称が

長いということならば、「道の駅こんだ温泉」とかいうような形で

ストレートに、丹波篠山というよりは今田の方に思いを持っても

らい地域の中で魅力ある施設にしてもらったほうがいいと思うの

で、「こんだ」という名前を入れたほうがいいし、市民の皆さんも、

どこの温泉に行くっていうことでしたら、薬師温泉に行こうかと

か、「こんだ温泉」に行こうとよく言われるので、一般的に市民の

中でも温泉と今田が結びついているというようなところもありま

すし、外に向けてもやはり、温泉は前面に出したような道の駅名

にするほうが良いと思います。はっきり言って、ものすごい投資

をして立派な、名前関係なしに中身みたいな形の整備は今回行え

ていませんので、そういったところについては十分に工夫をされ

たらいいのではと思っています。その上で質問は、この条例改正

は今回しないとけないものなのでしょうか。タイムリミット的に

国交省とかとの手続上とかでしないといけないのか、もう少し検

討する時間があるものなのか。その辺りを質問させてもらいます。 

観光交流部     道の駅開業を令和 8 年度の下半期ということで、あと 1 年少し

あるわけでございますけども、先ほど申しましたように、やはり

この条例に基づいた指定管理者というのを選定するというスケジ

ュールを考えておりますので、まずはこの条例を改正した上で、

施行期日については、また開業に合わせて規則で定めるとしてい

ますけども、附則で指定管理者の選定については事前にできると

いうことにしておりますので、準備や広報の手順を踏まえまして、

大体 1 年ぐらい前には指定管理者を決めておきたいというところ

から、まず指定管理者選定の前に、条例改正の提案をさせていた

だいたというところです。 

渡辺委員      指定管理者とのことはありますけども、準備がある程度できた

としたら、条例自身は別に 12月に決定しても、その準備が全くで

きないというわけではないということでいいですか。 

観光交流部     指定管理者を確定できないと、なかなか人の手配とかもできな

いということは現指定管理者の夢こんだのほうからも聞いており

まして、できたらもう少し早くできないかと言われていたぐらい
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です。ですので、我々しては指定管理者の選定はおよそ 1 年前と

いうタイミングと考えております。対外的にこのタイミングでな

いといけないというものではないんですけれども、我々としまし

てはこのタイミングがベストではないかと考えており改正の提案

をさせていただいたところです。 

観光交流部     さきほど渡辺委員のほうからおっしゃっていただきました名称

でございますけれども、近隣で似たような施設としまして、三木

市の道の駅よかわというところを、条例上もそうですし参考にさ

せていただいたところです。その中で、道の駅がなぜ道の駅よか

わになったのかを、担当の方にそこまで突っ込んでお聞きしたわ

けではないんですけれども、「よかたん」という温泉施設があって、

その横に山田錦の館という物販施設がありまして、その中で、な

ぜ吉川になったのかというようなところを、いろいろと推測をさ

せていただいたところでございまして、我々の勝手な推測で至っ

た結論は、やはり両方とも認知された施設であって、どちらかの

名前によるというのが難しかったのかというような話をしまし

た。それでいくと、丹波篠山市の場合は、ぬくもりの郷というの

が 1 本でございまして、それならそれでいいではないかというよ

うな話にはなろうかと思うんですけど、今後、今は閉めておりま

すけれども、名称がサギソウというレストランがございましたし、

みのりという農産物直販の売場がございますし、それぞれ加工棟

では三つの事業者様がそれぞれの特色でお商売をしていただいて

おりますしというような、少し中身の個性をもう少し強調して、

それをまとめて「道の駅ぬくもりの郷」というような形で、売出

していったらどうかなというような、最終、そういった議論に落

ちついたところです。もちろん薬師温泉という文字を取っただけ

ですので、たった 7 文字を取っただけの話ですので、7 文字ぐら

いならそのままでもいいのではという議論もさせていただいたん

ですけど、やはり読んでいただきやすいというようなところにも

配慮したところです。 

上田委員      ちょっとしつこいようだけど、多分、道の駅よかわは山田錦の

館とよかたん温泉とがセットになって簡単に道の駅よかわという

名称をつけられて、全てのＰＲは、その二つをメインにパンフレ

ットにも載せられています。そしたら今後の運用については、「丹

波篠山市道の駅こんだぬくもりの郷」ということは、もうそれが



 8 

正式名称になるんですけど、実際の運用とかＰＲは温泉と加工施

設を大々的に持っていかれるように、この道の駅の運営方針を考

えておられるのか。それだけ確認させてください。 

観光交流部     当然、最初のコンセプトから、この道の駅の最大の売りは温泉

であるということを言わせていただいておりましたので、ＰＲの

1番の目玉としては温泉、そして地元の方々がつくられる加工品、

そういったものを売りにしていきたいと考えております。 

大内委員      入浴料のことについて教えてください。値上げされるというこ

とで障がい者の方、また付添いのヘルパーの方の料金設定という

のは何かあるのか。あと入湯税についての考え方を教えてくださ

い。 

観光交流部     800 円を 1,000 円にするということで、通常料金しか申してお

りませんでしたけれども、現在も 800 円と 400 円という料金設定

がございます。中学生以上が 800 円で、小学生は半額、また障が

い者につきましても、料金の 2 分の 1 を乗じた額ということにな

ります。ですので、大人、中学生以上でしたら 800円の場合は 400

円、そして、小学生の場合は 200 円となります。また小学生未満

は無料となっております。今回、上限を中学生以上 1,000 円にし

た場合、小学生は 500 円、障がい者等の場合、料金に 2 分の 1 を

乗じた額というのはそのままの規定でございまして、その場合、

中学生以上の障がい者の方でしたら、仮に 1,000円にした場合 500

円、そして、小学生については 250 円、そういった金額になりま

す。 

そして入湯税につきましては入浴料が幾らであろうと、入湯税

の条例がございますので、日帰り温泉の場合は 1 人につき 100 円

となっていますので、そこは今のところ変更はございません。 

大内委員      幼児の方は今料ということですけども、例えば、どのぐらいの

人数割合なのか。もし分かれば教えてほしいのと、障がい者のヘ

ルパーさんの方は付添いなので料金が無料と聞いたことあるんで

すけど、その辺りのことについて教えてください。 

観光交流部     申し訳ございません。無料で入られている子どもさんの割合は

把握ができておりませんので数字を持ち合わせておりません。そ

して、障がい者の介助される方、補助される方については、この

条例での別表の注釈の中で、「障害者及びその補助をするものの薬

師温泉館入浴料は当該料金に 2 分の 1 を乗じて得た額とする」と
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いうことですので、無料ではなくて障がい者の方と同じ料金とい

うことでございます。 

 

 

■ 日程第 2 議案第５３号 丹波篠山市農業集落排水施設及びコミュニティ・プ

ラント排水施設条例等の一部を改正する条例 

 

上下水道部 

 

【主な説明】 

経営企画課 議案説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

上田委員       説明のとおりだと思いますし、地震が起きないことを願って

いる中でお聞きするんですけども、今回ほかの市町村等の指定

工事者でも工事を行うことができるということになるんですけ

ども、実際の運用はどうなるんでしょうか。ということは、も

し起きてはならないことですけども、地震が起きて、こちらの

指定業者等は被災された場合は、実際には県とかが入ってきて

調整されるのか。それとも丹波篠山市の上下水道部が近隣の三

田市とか丹波市とか神戸市とか、そういうところを実際にあた

ってお願いするのか。実際の運用はどのような感じになります

か。 

上下水道部      実際の運用につきましては、石川県が取りまとめて、各事業

所が業者などを手配するというというのが能登半島での内容で

すので、実際に丹波篠山市でそういう災害があった場合でも、

兵庫県が中心となって、各事業所に依頼をして業者の手配をす

るという運用になると考えております。 

隅田副委員長     丹波篠山市の場合、例えば福住とか、草山とかになりますと、

近隣の都市が京都府というようなところになるんですが、兵庫

県下の中であれば、兵庫県の中で調整が行われるのかと思うの

ですが、そういう場合、京都府の業者にもお願いすることがで

きるのでしょうか。 

上下水道部      まずは兵庫県が取りまとめるという感じになり、県内で対応

ができないということであれば県外の業者になってくると考え
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ています。 

渡辺委員       災害その他非常の場合ですけど、その他非常の場合というの

は国交省はどういうような形で認定をする形になっているの

か。その辺りの理解について説明をお願いします。 

上下水道部      この件につきましては先般、兵庫県内の水道事業者の集まり

があり意見交換されました。市によってまちまちで、お隣の丹

波市の場合を例にとりますと、防災計画に定める災害を一つの

基準にしていると言われております。丹波篠山市ではまだそこ

の議論ができてないところですけども、基本的には防災計画に

定める災害等が出た場合が基準になってくるのかなというふう

には考えております。 

渡辺委員       そうしたら国のほうは具体的に定義をしているというような

ことではないという理解でいいのでしょうか。 

上下水道部      能登半島地震においては、水道管は復旧しても宅内が復旧し

なくて漏水が長引き、それを直す業者さんの数が絶対的に足り

なかったということで、県のほうが音頭を取って管工事組合と

かに声をかけて業者を確保していったという経過があります。

いつ災害が起こるか分からないのでそういう準備をしておくよ

うに、それに伴って条例整備をしておくようにというのが今回

の通知があったところでございます。先ほど申し上げました各

市町でも、実際の運用については要綱とか要領まではまだでき

てないというところが現状で、丹波篠山市におきましても、他

市町も参考にしながら作っていこうと考えているところです。

条例を改正しておかなければ、もし災害があったときに協力応

援要請ができないので、先ず条例を提案させていただいたとこ

ろです。 

渡辺委員       一般的に考えられるのは災害関係は当然だと思うんですけど

も、国民保護計画に定めるような事案とか、そういうような場

合が当たるのかなとちょっと思っておりましたので、できるだ

け円滑な運用ができるような形で、近隣と同じ基準であるほう

が安心かと思いますので、うまくその辺りは調整して、運用に

当たって速やかに運用ができるような形を整えておいてもらえ

たらうれしいと思いますので、よろしくお願いします。 

上下水道部      はい。ご意見ありがとうございます。ぜひそのように進めた

いと思います。 
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■日程第３ その他 

 議員間協議 

荒木委員長     議員間で議論、確認等をすればよいことがあれば、ご発言願い

ます。 

渡辺委員      議案第 52号について、名称のことで、やはり 1番最初に立ち戻

ると、丹波篠山市にとって道の駅を整備しようという中で、いろ

いろと検討してお金もない中でもやっていこうとしたら、適地と

して、ぬくもりの郷がいいだろうということでしました。ただし、

幾らか整備費が 3 億いくらかとかいうようなお金に関して、はっ

きり言って市民のほうから、道の駅にする余裕はあるのかという

ような声があったり、なぜ今田なのかというような話もずっと聞

きながらですけど、妥当なのでそこにしたんですということを話

してきた中で、やはり議会も認めてきた以上は、道の駅がオープ

ンしたら、一定、従前よりもにぎわいを出してもらわないことに

は、議会としてちゃんと見てたのかとか、本当にあれだけの投資

をして良かったのかというような意見を聞かないといけないよう

になるなという思いがあります。そういった中で、立派な施設を

つくって集客をするという余力はありませんが、その他で集客に

結びつくようなことについては、いろいろと工夫できるところは

したらいいという思いはずっと持っています。名称もその一つか

なというところで、できるだけ分かりやすくして、あそこへ行こ

うというようなインセンティブが働くような名前にするほうが集

客に結びつく可能性が高いのかなというような素人なりの考えで

すけども、本来だったら、一定その辺りの名称等についてのマー

ケティング調査もしたらよかったと思うんですけども、そういう

部分も十分なされていないようなので、素人なりにもやはり温泉

という名称のブランド力を生かした施設名にしたほうがいいかな

と思っていますが、皆さんからいろいろ準備があるからもうこれ

でいいじゃないかというようなことならすごく反対まではしませ

ん。 

上田委員      私も反対まではしませんけども、最後に確認を部長にしたこと

は、名称はこれで行かれるんですけど、温泉というのは 1 番のポ

イントだし、当初温泉があるから道の駅をあそこにしようという
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ことも一つの理由だったので、それは今後できるだけ来てもらう

ために、それだけはきっちり誘導サインもやっていただきたいと

いうことで確認をさせていただきました。私の思いは「道の駅こ

んだ温泉ぬくもりの郷」がベストだと思いますけども、今までこ

の名称を決めるにどうのように地元の方々と調整されたのか。今

の指定管理者等も含め、今田の方の中で十分に練ってこられてこ

の名称とされたのであれば私は反対はしません。だからもう 1 回

それだけは確認するとして、表決を先延ばしにするのか。もうこ

こで皆さんのご意見でこれでいきましょうと。そして委員長報告

の中で、こういう意見が出たので温泉だけは大々的にＰＲして集

客に努めていただきたいということを入れていただくのか。どち

らかと思います。 

大内委員      先ほどの説明でも名前が長いことに悩まれたのかなという印象

を持ちました。当初の名前も丹波篠山市こんだ薬師温泉ぬくもり

の郷なので、「道の駅こんだ薬師温泉ぬくもりの郷」でも全然おか

しくはない名称でもありますし、全てを入れてもいいんじゃない

かなという意見です。 

金崎委員      私も皆さん言われてるとおり同じ思いです。いろいろな名称案

が出たと思うんですけれども、検討されるときにすごく悩まれて

この名前が出てきたのだと思うんです。それでも温泉という言葉

はすごくインパクトもあるし、万人にすぐ分かるような言葉なの

で温泉という言葉はすごく重要じゃないかなとも思います。言葉

が長いからといっても、やはり今の段階でも長いとは思うので、

今後、皆さんが親しみを持って名前を呼ばれるときはどうしても

短縮されるのかなとも思うので、いっそうのこと全部入れてしま

ってもいいのではないかなとも思いました。 

隅田副委員長    私は特に意見はないのですが、これだけ多くの委員の方から意

見が出ていますので、それをどのようにしていけばいいのかなと

思います。 

渡辺委員      当局がこれから準備を進めていかないとならないという部分が

あるので、その辺りに支障が出ないようなことも考えていかない

といけないと思うので、どういう形がいいのかについては、ここ

で表決をするのであれば、いくらか部長の話を聞いてからするか。

今日は難しかったら少し日をおいて、この案件だけ扱うというこ

ともあるかなと思います。当局側がこの長月会議で何とか決めて
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もらいたいということなので、その中でするということなら、そ

の辺りかなと思います。これまでと同じ名称を使うのであれば、

長くなりますが、一番落ち着きがいいのかなとは思います。 

隅田副委員長    すべてを入れた名称にできないかということをもう一度、検討

するほうが良いと思います。 

渡辺委員      この長月会議で結論を出すためには、当局から議案を上げなお

してもらえないのであれば、委員会から修正をしないといけませ

んが、地元などの意向も確認したうえでなければ修正案の提出は

できないと思います。 

上田委員      地元の方も原案で良いとなれば、反対はできないと思います。 

隅田副委員長    皆さんの意見を聞くと、もう一度、担当部への聞き取りをした

ほうが良いと思います。 

荒木委員長     それでは、担当部にお越しいただきたいと思います。暫時休憩

とします。 

 

（休憩） 

 

荒木委員長     担当部にお越しいただきました。やはり委員会としては、市議

会で道の駅の設置を認めたからには、にぎわいを創出できる場所

であってほしいということで、名称はすごく大事であるという意

見が多くありました。ただし、地元の皆さんと協議されて、地元

の皆さんが、原案でいいというような協議をされていれば、強く

反対しないという意見でした。やはり温泉というのが必要ではな

いかなという意見もありましたし、長い名称でもいいのではない

かという意見などもでました。パンフレットに載ったときに、逆

に長いのも私はいいのかなと思います。名称について地元の方々

との協議の状況について、もう一度、説明いただけますか。 

観光交流部     名称について、もちろん温泉はこれからも目玉であるというこ

とは当然、私どもも思っておりますし、だからこそあそこに持っ

てきたというのは、おっしゃるとおりでございます。名称につき

まして温泉という文言は入ってないわけでございますけれども、

今後ＰＲの際は、薬師温泉ぬくもりの郷のままで温泉館はＰＲを

していきたい。また道の駅は総合的には、一旦、原案の名称にな

りますけれども、温泉がある道の駅だということは強調して進め

ていきたいというふうには考えておるところでございます。地元
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の意向について、改めて確認してご説明させていただきたいと思

います。 

荒木委員長     それでは議案第５２号については、委員からのご意見と本日の

当局の回答を踏まえ、本日中の結論を出すのは難しい状況ではな

いかと思います。ついては、別日に改めて審査、表決を行いたい

と思いますがよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

荒木委員長     異議なしと認めます。 

それでは本日は議案第５３号についてのみ表決を行いたいと思い

ます。 

 

 

議案第５３号 丹波篠山市農業集落排水施設及びコミュニティ・プラント排水施設 

条例等の一部を改正する条例 

 

―部長等への確認 なし― 

―市長等への質問 なし― 

 

 

■表決 

議案第５３号 丹波篠山市農業集落排水施設及びコミュニティ・プラント排水施設 

条例等の一部を改正する条例 

 

―全員賛成― 

 

荒木委員長  この結果を含め、執行部との質疑、答弁の内容について、委員長報告

を行いたいと思います。報告については、委員長に一任願いたいがよろし

いでしょうか。 

 

―異議なし― 

 

■その他 

荒木委員長    日程第 5、その他について、各委員お忙しい中、行政事務事業評

価について、審査評価表を御提出頂きまして大変ありがとうござい

ました。産業建設常任委員会としての評価のまとめを行いたいと思
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います。評価内容についてはクラウドにクラウドに委員の皆様から

ご頂いた御意見とともに全て掲載したもの、まとめの評価案として

掲載しております。これにつきまして、御意見がありましたらお願

いいたします。 

荒木委員長    農業遺産推進事業の 1 番最後の拡充の中で、開花期（摘莢期）と

書いてあるんですがこれ、時期が微妙にずれてるので括弧を外して

点にしておきます。 

（その他、意見なし） 

荒木委員長    そうしましたらもう一度、委員長副委員長において、産業建設常

任委員会としての評価について調整決定したいと思います。内容に

ついて、委員長副委員長に御一任頂きたいと思いますがこれに御異

議はございませんか。 

（異議なし） 

 

荒木委員長     それでは、審査が終了しましたので、閉会に当たりまして隅田

副委員長より御挨拶をお願いします。 

 

隅田副委員長  あいさつ 

 

閉会    

 

 


